
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  償却済みの事務所に資本的支出をした場合 

Ｑ：取得価額の５％まで償却した建物に資

本的支出をした場合は、どのように処理をし

たらいいのでしょうか？  

 

Ａ：資本的支出をした後の帳簿価額が、取

得価額の５％を超える場合は、以前から採用

していた償却方法で減価償却していくことに

なります。 

【解説】 

これまで、建物の償却可能限度額は取得価額

の５％とされていました。 

しかし、平成19年度の税制改正により平成19

年３月31日までに取得した減価償却資産につ

いては、その取得価額の95％相当額まで償却が

終わった事業年度の翌事業年度以後において

次の算式により計算した金額を償却限度額と

して償却を行い、残存簿価が１円になるまで償

却することができることとなりました。 

(取得価額の５％相当額－１円)×その事業

年度の月数÷60 

ところで、取得価額の５％相当額まで償却が

終わった建物に資本的支出をしたという場合

ですが、この場合には、その資本的支出後の帳

簿価額が、その資本的支出の金額を加算した後

の取得価額の５％相当額を超えるときは、上記

の算式で償却費の計算をせず、従来から採用し

ている償却方法によって減価償却の計算をし

ていくことになります。 
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